
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

各
支
部
で
学
習
し
て
き
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
。
皆
さ
ん
の
お
宅

に
通
知
カ
ー
ド
が
届
き
だ
し
て
い
ま
す
。「
通
知
カ
ー
ド
」
は
皆
さ
ん

に
付
け
ら
れ
た
番
号
を
通
知
す
る
も
の
で
、
紛
失
や
盗
難
に
あ
う
と

「
な
り
す
ま
し
」
や
犯
罪
に
利
用
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
大

切
に
保
管
し
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
通
知
カ
ー
ド
に
顔
写
真
を

添
え
て
申
請
す
る
と
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
。

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
の
交
付
申
請
は
強
制
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

 

自
主
計
算
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
読
ん
で 

申
告
準
備
を
す
す
め
ま
し
ょ
う 

 

自
主
計
算
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
も
う
お
読
み
に
な
ら
れ
ま
し
た
か
。

こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
「
す
ぐ
れ
も
の
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
内
容
が

充
実
し
て
い
ま
す
。
必
ず
読
ん
で
班
会
・
支
部
集
会
に
参
加
し
ま
し

ょ
う
。 

① 

Ｐ
１
～
９
に
は
、
消
費
税
の
本
質
や
税
金
と
は
本
来
ど
う
使
わ
れ

る
べ
き
か
憲
法
の
視
点
で
伝
え
て
い
ま
す
。 

② 

Ｐ
10
～
20
に
は
、
人
権
無
視
の
税
務
行
政
の
実
態
を
明
ら
か
に

す
る
と
と
も
に
、
納
税
者
の
権
利
を
身
に
つ
け
、
戦
い
方
を
示
し

て
い
ま
す
。 

③ 

Ｐ
21
～
24
は
、
経
営
と
暮
ら
し
を
守
る
た
め
に
も
自
主
記
帳
、

自
主
計
算
が
大
切
な
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

④ 

Ｐ
28
～
39
に
は
、
所
得
税
の
申
告
の
た
め
の
所
得
計
算
や
税
額

計
算
の
た
め

の
控
除
額
の

一
覧
な
ど
が

記
さ
れ
て
い

ま
す
。 

⑤ 
Ｐ
40
～
46

は
、
消
費
税

の
仕
組
み
か

ら
申
告
の
流

れ
ま
で
記
さ

れ
て
い
ま
す
。 

 

伝
言
板 

年
末
調
整
実
務
会 

日
時 

12
月
18
日
（
金
）
昼
2
時 

12
月
22
日
（
日
）
夜
7
時 

12
月
24
日
（
木
）
昼
2
時
・
夜
7
時 

1
月
8
日
（
金
）
昼
2
時
・
夜
7
時 

場
所 

民
商
事
務
所 

持
ち
物 

・
税
務
署
か
ら
送
付
さ
れ
て
き
た
書
類
一
式 

 

・
市
町
村
か
ら
送
付
さ
れ
て
き
た
給
与
支
払
い
報
告
書
の
ハ
ガ
キ 

・
従
業
員
の
27
年
中
の
扶
養
控
除
等
の
申
告
書 

・
27
年
分
の
給
与
所
得
者
の
保
険
料
控
除
申
告
書
兼
配
偶
者
特
別 

 

控
除
申
告
書 

・
会
社
ゴ
ム
印 

・
代
表
者
印 

・
個
人
事
業
主

の
認
印 

・
筆
記
用
具 

・
電
卓 

 

無
料
法
律
相
談
会
（
要
事
前
予
約
） 

日 

時 

12
月
17
日
（
木
）
昼
１
時 

場 

所 

民
商
事
務
所 

 

新
会
員
さ
ん
の
た
め
の
確
定
申
告
学
習
会 

日 

時 

12
月
18
日
（
金
）
2
時 

 

22
日
（
火
）
夜
7
時 

場 

所 

民
商
事
務
所 

持
ち
物 

自
主
計
算
パ
ン
フ
レ
ッ
ト 

 

＊
２
０
１
３
年
１
月
以
降
に
入
会
さ
れ
た
方
が
対
象
で
す
。 

 

民
商
は
自
主
計
算
、
自
主
申
告
を
す
す
め
て
い
ま
す
。
申
告
の
た

め
の
実
務
や
確
定
申
告
書
の
書
き
方
な
ど
を
学
習
し
ま
す
。 

通
知
カ
ー
ド
見
本 

＝
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
＝ 

「
通
知
カ
ー
ド
」
が
届
き
始
め
ま
し
た 

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
の
作
成
は
強
制
で
は
あ
り
ま
せ
ん 

個
人
番
号
カ
ー
ド
見
本 

マイナンバー制度の本当の狙いは国民の収入、財

産の実態を把握し、①税と保険料の徴収強化 ②社

会保障の給付削減を実行することです。ＴＶなど

では「本当に必要な方に手厚く社会保障がいきわ

たるようにするため」などと宣伝されていますが、

そうではありません。すでに様々な問題が発生し

ています。関心を持って考えましょう。 


